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新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。 

改  正  後 改  正  前 
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酒類に関する公正な取引のための指針 

 

（はじめに）（省略）  

第１ 酒類に関する公正な取引の在り方 

   （省略）  

 １～３ （省略） 

 ４ 透明かつ合理的なリベート類 

   リベート類は、仕切価格の修正としての性格を持

つもの、販売促進を目的としたもの、業務効率化へ

の寄与度等に応じて支払われるもの等その態様は

様々であるが、いかなる形態であれ透明性及び合理

性が必要である。 

   リベート類の透明性が確保されているとは、その

支払基準及び支払時期等が明確にされているとと

もに、それらが取引の当事者間において事前に共有

されていることをいう。合理性が確保されていると

は、支払基準が取引数量に基づく場合には輸送コス

トの逓減効果等によって決められるなど合理的に

説明し得ることをいう。例えば、支払基準が事前に

明確に示されていないもの、取引の一方の当事者の

認識がないまま取引の当事者以外の者から他方の

当事者に支払われるもの、取引先の販売価格につい

ての制限が行われるもの、支払基準が著しく累進的

であり取引先の公正な取扱いとならないものなど

は、透明性及び合理性を欠くリベート類に該当す

る。 

   また、取引先の販売価格についての制限が行われ

るもの、支払基準が著しく累進的であり取引先の公

正な取扱いとならないものが市場における有力な

事業者にのみ供与される場合には、その周辺酒類業

者の対抗廉売を引き起こし、過度な価格競争を引き

起こすことも懸念される。 

   透明性及び合理性を欠くリベート類は廃止して

いく必要があるが、リベート類を支払う酒類業者

が、こうした点を踏まえた自主基準を策定するなど

して取組を促進していくことは、酒類の公正な取引

別紙 

酒類に関する公正な取引のための指針 

 

（はじめに）（同左）  

第１ 酒類に関する公正な取引の在り方 

   （同左）  

 １～３ （同左） 

 ４ 透明かつ合理的なリベート類 

   リベート類は、仕切価格の修正としての性格を持

つもの、販売促進を目的としたもの、業務効率化へ

の寄与度等に応じて支払われるもの等その態様は

様々であるが、いかなる形態であれ透明性及び合理

性が必要である。 

   リベート類の透明性が確保されているとは、その

支払基準及び支払時期等が明確にされているとと

もに、それらが取引の当事者間において事前に共有

されていることをいう。合理性が確保されていると

は、支払基準が取引数量に基づく場合には輸送コス

トの逓減効果等によって決められるなど合理的に

説明し得ることをいう。例えば、支払基準が事前に

明確に示されていないもの、取引の一方の当事者の

認識がないまま取引の当事者以外の者から他方の

当事者に支払われるもの、支払基準が著しく累進的

であり取引先の公正な取扱いとならないものなど

は、透明性及び合理性を欠くリベート類に該当す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

   透明性及び合理性を欠くリベート類は廃止して

いく必要があるが、リベート類を支払う酒類業者

が、こうした点を踏まえた自主基準を策定すること

は、酒類の公正な取引環境の整備を進める観点から
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環境の整備を進める観点から有効である。 

 

第２ 取引状況等実態調査の実施及び公正取引委員会

との連携等 

１ （省略） 

 ２ 取引基準との関係 

   取引状況等実態調査を実施した結果、第１の「酒

類に関する公正な取引の在り方」に則していないと

認められる取引を把握した場合には、改善指導を実

施する。 

   さらに、当該取引が取引基準を遵守していないと

思料される場合には、「酒類の公正な取引に関する

基準の取扱いについて（法令解釈通達）」を踏まえ、

所要の調査を実施する。 

   当該調査の結果、取引基準を遵守していないと認

められる場合には、酒類業組合法第８６条の３《公

正な取引の基準》第４項の規定に基づく指示を検討

し、指示には至らない場合であっても、今後も同様

の行為が行われると取引基準に違反するおそれが

ある場合の改善指導は、特に厳重に行うこととし、

厳重に改善指導を行った酒類業者については、指示

を行った酒類業者と同様にフォローアップ調査及

び問題取引とその指導事績の公表を優先的に実施

する。 

 ３～５（省略） 

有効である。 

 

第２ 取引状況等実態調査の実施及び公正取引委員会

との連携等 

１ （同左）  

 ２ 取引基準との関係 

   取引状況等実態調査を実施した結果、第１の「酒

類に関する公正な取引の在り方」に則していないと

認められる取引を把握した場合には、改善指導を実

施する。 

   さらに、当該取引が取引基準を遵守していないと

思料される場合には、「酒類の公正な取引に関する

基準の取扱いについて（法令解釈通達）」を踏まえ、

所要の調査を実施する。 

   当該調査の結果、取引基準を遵守していないと認

められる場合には、酒類業組合法第８６条の３《公

正な取引の基準》第４項の規定に基づく指示を検討

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 ３～５（同左） 

 


